愛知県新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関（施設・設備）整備事業）費補助金交付要綱

(通則)

第１　愛知県新興感染症対応力強化事業（協定協締結医療機関（施設・設備）整備事業)費補助金は、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制を構築するため、令和６年３月１日医政発0301第２号厚生労働省医政局長通知「新興感染症対応力強化事業の実施について」に基づいて実施する新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関（施設・設備）整備事業）（以下、「補助事業」という。）に要する経費に対して、予算の範囲内において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第36条の３第１項に規定する医療措置協定を、補助事業の実施により、県と新たに締結、若しくは現在締結中の協定内容の拡充を行うことができる医療機関の開設者に交付するものとし、その交付に関しては、医療施設等施設整備費補助金交付要綱（昭和54年７月27日厚生省発医第137号）、医療施設等設備整備費補助金交付要綱（昭和54年７月27日厚生省発医第117号）、愛知県補助金等交付規則(昭和55年愛知県規則第８号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象及び交付額)

第２　第１に規定する補助事業の実施に必要な経費のうち、補助金の交付の対象として知事が認める経費（以下、「補助対象経費」という。）について、補助金を交付する。
２　補助の区分、補助対象者、種目、基準額、補助対象経費及び補助率は別表のとおりとし、施設ごと及び別表の第３欄に定める種目ごとに、次により算出された額を交付額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
　(1)　別表第３欄に定める種目ごとに、別表第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の支出額とを比較し、少ない方の額を選定する。
　(2)　(1)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較し少ない方の額に、別表第５欄に定める補助率を乗じて得た額を、各種目別の交付額とする。
(交付の対象外費用)

第３　施設整備事業のうち、次に掲げる費用については、補助の対象外とする。

(1)  土地の取得又は整地に要する費用

(2)  門、棚、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用

(3)  設計その他工事に伴う事務に要する費用

(4)  既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く）に要する費用

(5)  その他の整備費として適当と認められない費用

　(申請手続)

第４　規則第３条の規定による申請書及び添付書類の様式は、施設整備事業については別紙様式１－１、設備整備事業については別紙様式１－２のとおりとする。

　２　前項の規定による申請書の提出時期は、別に定める。
　３　申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
　(申請の取下げ)

第５　規則第７条に規定する申請の取下げをすることができる期日は、交付決定の通知を受けた日から30日以内とし、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。

　(計画変更の承認)

第６　補助事業を行う者（以下、「補助事業者」という。）は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ、変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定を受けた補助金の額に変更をきたさない場合における次の各号に定める変更については、この限りでない。

(1)　経費の配分の変更が、経費の能率的あるいは効率的使用に資するものであり、かつ補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、その変更が軽微なもの。ただし、経費の目的を実質的に変更しない限度とすること。

(2)  補助目的達成のための弾力的運用に伴う事業内容の変更

(3)  補助目的を損わない事業計画の細部の変更

２　知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は、条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第７　補助金の交付の申請をした者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに知事の承認を受けなければならない。

　(事業遅延の報告)

第８　補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合はその理由を、補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行状況を記載した書類を知事に提出して、その指示を受けなければならない。

　(状況報告)

第９　施設整備事業を申請した補助事業者は、知事から要求があったときは、規則第11条の規定により速やかに別紙様式３により事業遂行状況報告書を作成し、関係書類とともに知事に提出しなければならない。

　(実績報告)

第10　規則第13条に定める実績報告書及び添付書類の様式は、施設整備事業については別紙様式２－１、設備整備事業は別紙様式２－２のとおりとする。

  ２　前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日から起算して30日を経過した日、又は翌年度の４月５日のいずれか早い期日とする。
　３　第４に定めるところにより交付の申請を行った場合において、実績報告書（年度終了実績報告を除く。）を提出するに当たって当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、これを当該補助金から減額して報告しなければならない。
　(補助金の交付)

第11　補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。

　(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第12　補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、施設整備事業については別紙様式４－１、設備整備事業については別紙様式４－２により、速やかに知事に報告しなければならない。

２　補助事業者は、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を返還しなければならない。
(財産の処分の制限)

第13　規則第20条ただし書に規定する知事が定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）第14条第１項第２号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間とする。
２　規則第20条第２号に規定する知事の定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円（民間団体にあっては30万円）以上のものとする。
３　補助事業者が規則第20条の規定により承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、知事は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。
(一括下請負の禁止)

第14　補助事業者は、補助事業を行うために請負契約を締結する場合は、一括下請負の承諾をしてはならない。
(関係書類の整備)

第15　補助事業者が地方公共団体の場合は、関係書類として別紙様式５による調書を作成し、これを事業完了後５年間保管しておかなければならない。

２　補助事業者が地方公共団体以外の場合は、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管しておかなければならない。
（検査等）
第16　知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
２　前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときはこれを提示しなければならない。
３　第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認めたものと解してはならない。
　(実施細則)

第17　この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。

附　則

　この要綱は、令和６年８月７日から施行し、令和６年４月１日から適用する。

附　則

この要綱は、令和８年１月15日から施行し、令和７年４月１日から適用する。
